
Ⅰ 基本的な考え方・共通事項

１ R8 年度の主な改定内容

〇処遇改善加算の新制度開始《R８．6～》

障害福祉従事者の処遇改善加算が大幅に見直され、令和８年６月１日から新しい加算制度が開始。生産性向上や経営の協働化に取り組む事業

所に対して、加算Ⅰ・Ⅱの上位区分（ロ）が設けられ、特例要件を満たすことで高い加算率が適用される。

〇臨時応急的な報酬改定《R８．6～》

   令和８年６月１日以降に指定を受けた児童発達支援、放課後等デイサービス等における給付費の取扱いが臨時応急的に変更される。

適用期間は、令和 9 年度報酬改定までで、所定単位数の 1000 分の 984 となる。

※配慮措置として、離島・中山間地域にある事業所、自治体の公募等により新設する事業所は当該特例の対象外となる。

２ 障害児支援におけるこどもの最善の利益の保障・インクルージョンに向けた取組みの推進

運営基準において、事業所に対し、障害児等の意思の尊重、こどもの最善の利益の優先考慮の下で、個別支援計画の作成、個別支援会議の実

施、支援の提供を進める。

≪運営基準【新設・一部改正】≫

○ 指定児童発達支援事業者は、障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害児及び通所給付決定保護者の意思をできる限り尊重す

るための配慮をしなければならない。

○ 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成に当たっては、（中 略）障害児の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益

が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう障害児の発達を支援する上での適切な支援内容の検討をしなければならない。

○ 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成に当たっては、障害児の意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮される体制を確保した上

で、障害児に対する指定児童発達支援の提供に当たる担当者等を招集して行う会議を開催し、児童発達支援計画の原案について意見を求めるものとする。

○ 児童発達支援管理責任者は、業務を行うに当たっては、障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害児及びその保護者の意思を

できる限り尊重するよう努めなければならない。

○ 指定児童発達支援事業者は、障害児が指定児童発達支援を利用することにより、地域の保育、教育等の支援を受けることができるようにすることで、障害の

有無にかかわらず、全ての児童がともに成長できるよう、地域社会への参加･包摂(インクルージョン)の推進に努めなければならない。

○ 児童発達支援管理責任者は、(中略)インクルージョンの観点を踏まえた指定児童発達支援の具体的内容、指定児童発達支援を提供する上での留意事項その

他必要な事項を記載した児童発達支援計画の原案を作成しなければならない。



３ 障害者虐待防止の適正化（虐待防止未実施減算《R6～》） 次の基準を満たしていない場合に、所定単位の１％を減算

４ 身体拘束等の適正化（身体拘束廃止未実施減算の見直し） 身体拘束の適正化の徹底のため、次の基準を満たしていない場合の減算を強化

※ 運営基準を満たさない場合は、運営基準違反となり、行政指導の対象となりますので、十分ご注意ください。

５ 業務継続に向けた感染症や災害への対応力の取組の強化 （業務継続計画未策定減算《R6～》）

  感染症や災害が発生した場合であっても必要な障害福祉サービスを継続的に提供できる体制を構築するため、業務継続計画の策定及び必要な

措置を講じる。

６ 情報公表未報告の事業所への対応（情報公表未報告減算《R6～》）

利用者への情報公表、災害発生時の迅速な情報共有、財務状況の見える化の推進を図る観点から、障害福祉サービス等情報公表システム上、未

報告となっている事業所に対する「情報公表未報告減算」を新設

   ○療養介護、入所施設等 所定単位数の 10％を減算

○上記以外 所定単位数の５％を減算

①虐待防止委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に公表

②従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に開催すること

③上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと

○基準を満たしていない施設系サービス  ５単位/日 → 所定単位数の 10％

○基準を満たしていない訪問・通所系サービス ５単位/日 → 所定単位数の １％

① 身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録すること

② 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること

③ 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること

④ 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること

○入所施設 所定単位の３％を減算

○入所施設以外 所定単位の１％を減算
※令和７年３月31日までの間、「感染症の予防及びまん延防止のための指針の整備」及び「非常災害に関する具体的計画」の策定を行っている場合には、
減算を適用しない。
※訪問・相談関係事業所は、令和７年３月31日までの間、減算を適用しない。
※就労選択支援については、令和９年３月31日までの間、減算を適用しない。



７ 人員基準における両立支援への配慮等

「常勤の換算にあたり、育児・介護の短時間勤務制度利用者に加え、「治療と仕事の両立ガイドライン」に沿って事業者が設ける短時間勤務制度

を利用する場合にも、週 30 時間以上の勤務で「常勤」として扱い、｢常勤換算｣でも１(常勤)と扱うことを認める。

８ 障害福祉現場の業務効率化等を図るためのＩＣＴの活用等

（１）管理者の責務について、一定の要件を満たせば、同一敷地等に限らず、同一の事業者によって設置される他の事業所等の管理者又は従業者

との兼務可

○ 利用者へのサービス提供の場面等で生じる事象に適切に把握しながら、職員及び業務の一元的な管理・指揮命令を行うことである旨を明確化

○ 管理者はその責務を果たせる場合であって、事故発生時等の緊急的な対応について、あらかじめ対応の流れを定め、必要に応じて管理者自身が速やかに出勤

できる

（２）管理者は、一定の措置を講じ、管理上支障のない範囲でテレワークによる管理業務を行うことができる。

９ 自立支援医療等における利用者負担区分の見直し

利用者負担の上限額について市町村民税非課税世帯においては、公的年金等の収入金額、合計所得金額等の合計額 80 万円以下であることを

低所得１の区分として設定されているが、令和６年の障害基礎年金２級の支給額が約 80 万 9,000 円となったことから、低所得１の所得区分の

基準である年収 80 万円以下を見直し、障害基礎年金２級を受給する低所得１の区分に属する方の自己負担額が変わらないよう措置される予定。

（令和７年７月施行）

1０  地域連携推進会議等の地域との連携等にかかる取組み

   運営基準省令の改正により、 共同生活援助事業者及び障害者支援施設には地域連携推進会議の開催等が義務付けられた。

＜取組の概要＞

(1) 地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図る

(2) 地域連携推進会議の開催（概ね年１回以上）

(3) 地域連携推進会議の構成員が事業所等を見学する機会を設ける（概ね年１回以上）

(4) 地域連携推進会議における報告、要望、助言等について記録を作成し、公表



Ⅱ 障害児通所

１ 児童発達支援センターの一元化【児発】

福祉型・医療型の類型を一元化 福祉型における３類型（障害児、難聴児、重症心身障害児）の区分を一元化

一元化後の新たな基準・基本報酬は、現行の福祉型（障害児）を基本に設定

治療を行う場合、上記の基準に加え、旧医療型で求めていた医療法に規定する診療所に必要とされる基準を求める。

○経過措置期間：３年（令和９年３月３１日までの間）、一元化前の旧基準（医療型、難聴児、重症心身障害児）に基づく人員・設備等による支援が可能

２ 地域の中核機能の評価【児発、放デイ】

 地域の障害児支援の中核的役割を担うセンターの体制や取組みに応じて評価

３ 総合的な支援の推進、事業所のプログラムの作成・公表【児発、放デイ、訪問】支援プログラム未公表減算《R6～》

運営基準において、事業所の支援において、５領域※を全て含めた総合的な支援を提供することを基本とし、支援内容について、事業所の個別

支援計画等において５領域とのつながりを明確化し、支援内容を示すプログラムの作成・公表を求める。

○基本報酬について所定単位数の 85％で算定

○経過措置期間：１年間（R7.4.1 から適用）

※｢健康・生活｣｢運動・感覚｣｢認知・行動｣｢言語・コミュニケーション｣｢人間関係・社会性｣

中核機能強化加算《R6～》（加算区分Ⅰ～Ⅲは、以下の組み合わせによる）
中核機能強化加算(Ⅰ) 基本要件＋イロハ全てに適合  ５５単位～１５５単位／日

中核機能強化加算(Ⅱ) 基本要件＋イロに適合      ４４単位～１２４単位／日

中核機能強化加算(Ⅲ) 基本要件＋イ又はロに適合   ２２単位～ ６２単位／日

基本：市町村との連携体制、幅広い発達段階に対応するための支援体制、 インクルージョン推進のための支援体制、相談支援体制等の確保、取組内容の

公表、外部評価の 実施、職員研修の実施等

イ：関係機関との連携やインクルージョンの推進等、地域支援や支援のコーディネートの専門的な知識・経験を有する専門人材を配置し、これらの取組を実施

ロ：障害特性を踏まえた専門的な支援やチーム支援の実施、人材育成等、障害児支援の専門的な知識・経験を有する専門人材を配置し、これらの取組を実施

ハ：多職種（保育士・児童指導員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理担当職員、看護職員等）を配置し、多職種連携による専門的な支援を実施

中核機能強化事業所加算《R6～》
中核機能強化事業所加算                ７５～１８７単位／日

※市町が地域の障害児支援の中核拠点と位置付ける児童発達支援事業所

 専門的人材を配置して、関係機関との連携体制を確保。こどもと家族に対する専門的な支援・包括的な支援の提供



４ 児童指導員等加配加算の見直し【児発、放デイ】 配置形態（常勤・非常勤等）や経験年数に応じた評価

【児童発達支援事業所（障害児）の例 ※児童発達支援センター(障害児)は単価が異なる】

R５まで R6～

理学療法士等を配置  ７５～１８７単位／日

児童指導員等を配置  ４９～１２３単位／日

その他の従業者を配置 ３６～  ９０単位／日

※単位は区分に応じて設定

児童指導員等を配置

常勤専従・経験５年以上   ７５～１８７単位／日

常勤専従・経験５年未満  ５９～１５２単位／日

常勤換算・経験５年以上  ４９～１２３単位／日

常勤換算・経験５年未満  ４３～１０７単位／日

その他の従業者を配置    ３６～  ９０単位／日

※単位は区分に応じて設定  ※「経験」は児童福祉事業に従事した経験年数

５ 専門的支援加算・特別支援加算の見直し【児発、放デイ】

両加算を統合し、専門的な支援を提供する体制と、専門人材による個別・集中的な支援の計画的な実施について、２段階で評価

【児童発達支援事業所（障害児）の例 ※児童発達支援センター(障害児)は単価が異なる】

R５まで R6～

専門的支援加算

理学療法士等を配置 ７５～１８７単位／日

児童指導員を配置  ４９～１２３単位／日

※単位は区分に応じて設定

※基準の人員に加えて理学療法士等を配置

特別支援加算     ５４単位／回

※理学療法士等を配置して、専門的支援を計画的に行った

場合（専門的支援加算を算定している場合は算定不可）

専門的支援体制加算

区分に応じて ４９～１２３単位／日

※専門的な支援の強化を図るため、基準の人員に加えて理学療法士等を 配置している場合

専門的支援実施加算      １５０単位／回

※児童発達支援        原則月４回を限度

放課後等デイサービス  最大月６回を限度

理学療法士等により、個別･集中的な専門的支援を計画的に行った場合 ←３０分以上の支援

(専門的支援体制加算との併算定可。利用日数等に応じて最大月６回）

６ 基本報酬における支援時間の下限の設定・時間区分の創設【児発、放デイ】

極めて短時間の支援（３０分未満）は算定対象から原則除外

①「３０分以上１時間３０分以下」

②「１時間３０分超３時間以下」



③「３時間超５時間以下」の３区分の設定。５時間超は、延長支援加算により評価

※放課後等デイサービスにあっては③は学校休業日のみ設定可

    時間区分は、個別支援計画に定めた支援時間で判定を基本とし、事業所都合で支援時間が短くなった場合は、実支援時間で算定
⇒欠席児対応加算（Ⅱ）（利用時間 30 分以下）は廃止

７ 自己評価・保護者評価の充実【児発、放デイ】

指定児童発達支援事業所の従事者による評価、自己評価及び保護者評価を受ける。

おおむね１年に１回以上、自己評価及び保護者評価並びに改善の内容を、保護者に示すとともに、インターネットの利用その他の方法により公表
※公表した旨を県に届けなければ基本報酬を 85％に減算（減算の届出も必要）

８ 関係機関との連携の強化（関係機関連携加算の見直し）【児発、放デイ】

R５まで R6～

①関係機関連携加算(Ⅰ) ２００単位／回

②関係機関連携加算(Ⅱ) ２００単位／回

※①保育所・学校等との個別支援計画に関する会議を開催し、

連携して個別支援計画を作成等(月１回限度)

②就学先の小学校や就職先の企業等との連絡調整(１回限度)

①関係機関連携加算(Ⅰ) ２５０単位／回 (月１回限度)   現行の①と同じ

②関係機関連携加算(Ⅱ) ２００単位／回 (月１回限度)

保育所･学校等との会議による情報連携

③関係機関連携加算(Ⅲ) １５０単位／回 (月１回限度)

児童相談所･医療機関等との会議による情報連携

④関係機関連携加算(Ⅳ) ２００単位／回 (１回限度)     現行の②と同じ

９ セルフプランの場合の事業所間連携の強化（事業所間連携加算《R6～》）【児発、放デイ】

10 送迎時の自立支援の評価（通所自立支援加算《R6～》）【放デイ】

通所自立支援加算 ６０単位／回（算定開始から３月を限度）

※学校・居宅等と事業所間の移動について、自立して通所が可能となるよう、職員が付き添って計画的に支援を行った場合に算定

①事業所間連携加算(Ⅰ)  ５００単位／回（月１回を限度）

コーディネートの中核となる事業所として、家族への助言援助や自治体との連携等を実施 ←中核となる事業所が市町へ連携内容等を報告

②事業所間連携加算(Ⅱ)  １５０単位／回（月１回を限度）

10の中核となる事業所の開催する会議に参加する等、事業所間の連携を行い、支援に反映させた場合



11 学校卒業後の生活を見据えた支援の評価（自立サポート加算《R6～》）【放デイ】

自立サポート加算 １００単位／回（月２回を限度）

※高校２・３年生の学校卒業後の生活に向けて、学校や地域の企業等と連携しながら、相談援助や体験等の支援を計画的に行った場合に算定

12 認定特定行為業務従事者による支援についての評価の見直し【児発、放デイ】

医療連携体制加算(Ⅶ) １００単位／日→２５０単位／日

※喀痰吸引等が必要な障害児に対して、認定特定行為業務従事者が、機関等との連携により、喀痰吸引等を行った場合

13 主として重症心身障害児を通わせる事業所の評価の見直し【児発、放デイ】

R５まで R6～

利用定員が ５人の場合 ２，０９８単位
６人の場合 １，７５７単位
７人の場合 １，５１１単位
８人の場合 １，３２６単位
９人の場合 １，１８４単位
10 人の場合 １，０６９単位

利用定員が５人以上７人以下の場合  ２，１３１単位

利用定員が８人以上 10 人以下の場合 １，３４７単位

14 医療的ケア児等に対する入浴支援の評価【児発、放デイ】入浴支援加算《R6～》

児童発達支援 ５５単位／日（事業所ごとに月８回を限度）  放課後等デイ  ７０単位／日（事業所ごとに月８回を限度）

※医療的ケア児又は重症心身障害児に、発達支援とあわせて入浴支援を実施



15 医療的ケア児等に対する送迎加算の促進【児発、放デイ】

R５まで R6～

【児発センター、主に重心児を支援する事業所】

重症心身障害児 ３７単位／回

※職員の付添いが必要

【上記事業所以外】

障害児 ５４単位／回

医療的ケア児 ＋３７単位／回

※医療的ケア区分による基本報酬を算定する事

業所のみ。看護師の付添いが必要。

【児発センター、主として重心児を支援する事業所】

重症心身障害児         ４０単位／回

医療的ケア児(スコア 16 点以上)８０単位／回

医療的ケア児(上記以外) ４０単位／回

【上記以外の事業所】

障害児      ５４単位／回

重症心身障害児            ＋４０単位／回

医療的ケア児(スコア 16 点以上)＋８０単位／回

医療的ケア児(上記以外)       ＋４０単位／回

 ※医ケア区分による基本報酬以外の事業所も可

※重心児には、職員の付添いが必要。医ケア児には医ケア対応可能な職員の付添いが必要。

16 強度行動障害児支援加算の見直し【児発、放デイ】

R５まで R6～

強度行動障害児支援加算

１５５単位／日

※強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)

修了

 強度行動障害を有する児童

（児基準 20 点以上）を支援

【児童発達支援】

強度行動障害児支援加算  ２００単位／日

（加算開始から９０日以内 ＋５００単位／日）

※強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了

 強度行動障害を有する児童(児基準 20 点以上）に対して支援計画を作成し、計画に基づき支援

【放課後等デイサービス】

強度行動障害児支援加算(Ⅰ)  ２００単位／日

強度行動障害児支援加算(Ⅱ)  ２５０単位／日

（加算開始から９０日以内 ＋５００単位／日）

※加算(Ⅰ)は、児発と同じ

 加算(Ⅱ)は、強度行動障害支援者養成研修（中核的人材養成研修）を修了した職員を配置し、強度行動障害を有

する児童（児基準 30 点以上）に対して支援計画を作成し、計画に基づき支援



17 重度障害児、要支援・要保護児童への支援の充実【児発、放デイ】

R５まで R6～

個別サポート加算(Ⅰ)  １００単位／日

※著しく重度または行動上課題のあるケアニ

ーズの高い障害児に対して支援

個別サポート加算(Ⅱ)  １２５単位／日

※要保護・要支援児童に対して児童相談所と

連携して支援（年１回以上支援状況を共有）

【児童発達支援】

個別サポート加算(Ⅰ)  １２０単位／日  ※重症心身障害児等、著しく重度の障害児に対して支援

個別サポート加算(Ⅱ)  １５０単位／日  ※要保護・要支援児童に対して児童相談所・こども家庭センター等

と連携して支援（６月に１回以上支援状況を共有）

【放課後等デイサービス】

個別サポート加算(Ⅰ)  ９０単位又は１２０単位／日

※ 90 単位：ケアニーズの高い障害児に支援

  120 単位：上記児童に強度行動障害者養成研修（基礎研修）修了者を配置して支援、又は著しく重度の障害時

に支援

個別サポート加算(Ⅱ) １５０単位／日 ※要件は児童発達支援と同じ

《R6～》

個別サポート加算(Ⅲ)  ７０単位／日

※不登校状態にある障害児に、学校と連携の下、家族への相談援助等の支援を実施

18 共生型サービスにおける医療的ケア児への支援の評価【共生型の児発、放デイ】

共生型サービス医療的ケア児支援加算《R6～》 ４００単位／日

※看護職員等を１名以上配置し、医療的ケア児に対して支援を行う共生型サービス



19 家族支援の充実（家庭連携加算･事業所内相談支援加算の見直し）【児発、放デイ】

R５まで R6～

家庭連携加算（月４回を限度）

入所児童の家族に個別に相談援助等を実施

居宅を訪問(１時間以上) ２８０単位／日

     (１時間未満) １８７単位／日

事業所内相談支援加算

 入所児童の家族に事業所等で相談援助を実施

  加算(Ⅰ)個別相談 １００単位／回

  加算(Ⅱ)グループ  ８０単位／回

 ※月１回を限度

家族支援加算(Ⅰ)（月４回を限度） ※家族にはきょうだいを含む

入所児童の家族※に個別に相談援助等を実施

居宅を訪問(１時間以上) ３００単位／日

    (１時間未満) ２００単位／日

事業所等で対面       １００単位／日

オンライン             ８０単位／日

家族支援加算(Ⅱ)（月４回を限度）

入所児童の家族※にグループでの相談援助等を実施

事業所等で対面         ８０単位／日

オンライン             ６０単位／日

20 支援場面等を通じた家族支援の評価【児発、放デイ】

子育てサポート加算《新設》 ８０単位／月（月４回を限度）

※保護者に支援場面の観察や参加等の機会を提供した上で、こどもの特性や、特性を踏まえたこどもへの関わり方等に関して相談援助等を行った場合

21 預かりニーズへの対応（延長支援加算の見直し）【児発、放デイ】

R５まで R6～

延長支援加算    障害児    重心児

 延長１時間未満 ６１単位／日 １２８単位／日

 同～２時間未満 ９２単位／日 １９２単位／日

 同２時間以上 １２３単位／日 ２５６単位／日

※営業時間８Ｈ以上かつ営業時間の前後の時間に

おいて支援を行った場合

延長支援加算         障害児    重心児

 延長１時間～２時間未満  ９２単位／日 １９２単位／日

 同２時間以上        １２３単位／日 ２５６単位／日

 延長 30 分以上１時間未満  ６１単位／日 １２８単位／日

  ※利用者都合等で延長時間が計画より短くなった場合に限り算定可能

※５時間（放デイは、平日３時間、学校休業日５時間）のサービスに加え、当該支援の前後に支援を計画的に行った場合

(職員２名以上(児発管も可)）



22 保育・教育等移行支援加算の見直し【児発、放デイ】

R５まで R6～

保育･教育等移行支援加算

５００単位／回（１回を限度）

※障害児が地域において保育・教育等を受けられるよう支援を行うことに

より、通所事業所を退所して保育所等に通うことになった場合（退所後

に居宅等を訪問して相談援助を行った場合）

保育･教育等移行支援加算

退所前移行取組※ ５００単位／回（２回を限度）

※移行先の助言指導、関係機関との移行協議等

退所後に相談援助、助言・援助を行った場合

 居宅等へ訪問  ５００単位／回（１回を限度）⇒退所日に算定する

 保育所等移行先等へ訪問 ５００単位／回（１回を限度）⇒支援の日に算定

Ⅲ 保育所等訪問支援

１ 効果的な支援の確保・推進（支援時間の下限の設定）【訪問】

  訪問支援時間を３０分以上とすることを求める。

２ 訪問支援員特別加算【訪問】

R５まで R6～

訪問支援員特別加算 ６７９単位／日

※保育士・児童指導員、作業療法士等で障害児支援の業務

従事５年（その他職員 10 年以上）を配置

訪問支援員特別加算（Ⅰ） ８５０単位／日  (Ⅰ)業務従事 10 年以上※２の職員

訪問支援員特別加算（Ⅱ） ７００単位／日  (Ⅱ)業務従事５年以上 10 年未満の職員※３

※保育士・児童指導員、作業療法士等で障害児支援の業務従事５年以上※1の職員を配置し、当該職

員が支援

 ※保育所訪問支援

 ※1：保育所等訪問支援等の業務従事の場合３年以上

 ※2：又は保育所等訪問支援等の業務従事５年以上

 ※3：又は保育所等訪問支援等の業務従事３年以上

３ 多職種連携による支援の評価（多職種連携支援加算）【訪問】

  多職種連携支援加算《R6～》 ２００単位／回（月１回を限度）

 ※訪問支援員特別加算の対象となる訪問支援員を含む多職種連携による訪問支援



４ 強度行動障害を有する児への支援の充実【訪問】

  強度行動障害児支援加算《R6～》 ２００単位／日

※強度行動障害支援者養成研修（実践研修）を修了した職員を配置し、強度行動障害を有する児（児基準 20 点以上）に対して、強度行動障害支援者養成研修（基礎研

修又は実践研修）を修了した職員が支援を行った場合（支援計画を作成し当該計画に基づき支援

５ 家族支援の充実【保育所訪問】

居宅訪問：家族支援加算《R6～》

保育所訪問：家庭連携加算《見直し》

※Ⅱの 19 家庭連携加算･事業所内相談支援加算見直し参照

６ 関係機関との連携の強化【保育所訪問】

関係機関連携加算《R6～》 ※Ⅱの８ 関係機関連携加算（Ⅲ）参照

７ 自己評価・保護者評価・訪問先評価の導入【保育所訪問】

運営基準において、事業所に対して、自己評価、保護者評価及び訪問先評価の実施・公表を求めるともに、未実施の場合の報酬の減算を

設ける

○減算：所定単位の８５％を算定 ○経過措置期間：１年間（R7.4.1 から適用）

８ 医療的ケア児や重症心身障害児等への支援の充実【保育所訪問】

ケアニーズ対応加算《R6～》 １２０単位／日

※訪問支援特別加算の対象となる職員を配置し、重症心身障害児等の著しく重度の障害時や医療的ケア児に対して支援を行った場合



Ⅳ 障害児入所施設

１ 移行支援計画の作成【福祉型、医療型】

  早期から計画的な移行支援を促進する観点から、運営基準において、１５歳以上に達した児童について、移行支援に係る個別の計画（移行支援計

画）を作成し、同計画に基づき移行支援を進める。

２ 移行支援にあたっての関係機関との連携の強化【福祉型、医療型】

  移行支援関係機関連携加算《R6～》 ２５０単位／日（月１回を限度）

※移行支援計画の作成又は変更にあたり県・市町・障害福祉サービス事業所等関係者により構成される会議を開催し、関係者と情報共有・連絡調整を行った場合

３ 移行支援にあたっての体験利用の活用の促進【福祉型、医療型】 体験利用支援加算《R6～》

体験利用支援加算(Ⅰ) ７００単位／日（１回３日まで、２回を限度）  (Ⅰ)宿泊施設等での体験利用

体験利用支援加算(Ⅱ) ５００単位／日（１回５日まで、２回を限度）  (Ⅱ)日中活動の体験利用

 ※強度行動障害を有する児、重症心身障害児等特別な支援を必要とする児に対して、支援計画に基づき、宿泊や障害福祉サービス等による日中活動の体験利用

を行う場合に、体験先施設との連携・調整や体験中の付添い等の支援を行った場合

４ 職業指導員加算の見直し【福祉型】

  職業指導員加算(８～２９６単位／日)→日中活動支援加算(１６～３２２単位／日)

※一定の経験を有する職業指導員を専任で配置し、将来における生活も考慮した施設における日中活動に関する計画を作成し、支援を行った場合

５ 家庭的な養育環境の確保【福祉型、医療型】

  運営基準において、障害児ができる限り良好な家庭的環境において指定入所支援を受けることができるよう努めなければならないことを定め

る。



６ 小規模グループケア加算の見直し【福祉型、医療型】

R５まで R6～

小規模グループケア加算（定員４～８名） ２４０単位／日

 ※県が認めた場合最大 10 名

サテライト型（定員４～６名）

 ＋３０８単位／日

※専任の児童指導員又は保育士を１

（サテライト型は２以上）配置

小規模グループケア加算(Ⅰ)（定員４～６名）３２０単位／日

小規模グループケア加算(Ⅱ)（定員７～８名）２３３単位／日

※県が認めた施設（定員９～10 名）     １８６単位／日

サテライト型（定員４～６名） ＋３７８単位／日

 ※医療型障害児入所施設は対象外

※専任の児童指導員又は保育士を１（サテライト型は３以上(うち２人は兼務可)）配置

７ 基本報酬の見直し【福祉型】

  基本報酬について、利用定員規模別の報酬設定をよりきめ細かく設定

  （11 人以上 40 人以下の区分を 10 人刻みから５人刻みに設定）    大規模定員区分を整理（111 人以上の区分を削除）

８ 強度行動障害特別支援加算の見直し【福祉型、医療型】

R５まで R6～

強度行動障害児特別支援加算

          ７８１単位／日

加算開始から 90 日以内 ＋７００単位／日

※強度行動障害を有する児への支援を行う体制・設備を有する入所施設

において、強度行動障害を有する児（児基準 20 点以上）に対して支援

を行う（３年間を限度）

【体制】医師、心理担当職員を配置。対象児２人につき児童指導員１加配。

強度行動障害支援者養成研修（実践研修）を修了した職員を配置（支

援計画に基づき支援）

【設備】居室は原則個室。行動改善室等の必要な設備を設ける

強度行動障害児特別支援加算

（Ⅰ）（児基準 20 点以上） ３９０単位／日

（Ⅱ）（児基準 30 点以上） ７８１単位／日

加算開始から 90 日以内  ＋７００単位／日

※強度行動障害を有する児への支援を行う体制・設備を有する入所施設において、強度行動障害

を有する児（児基準 20 点以上）に対して支援を行う

【体制】医師、心理担当職員を配置。対象児４人につき児童指導員１加配。

強度行動障害支援者養成研修（実践研修）を修了した職員を配置（支援計画に基づき支援）

(Ⅱ)は中核的人材養成研修を修了した職員を配置

【設備】居室は原則個室。児が興奮時に落ち着くための空間・設備を設ける

９ 被虐待児への支援の評価【福祉型、医療型】  要支援児童加算《R6～》

（Ⅰ）１５０単位／回（月１回を限度） ※（Ⅰ）児童相談所等の関係機関と連携し、入所支援を行った場合

（Ⅱ）１５０単位／回（月４回を限度） （Ⅱ）一定の経験年数を有する心理担当職員が、計画的に専門的な心理支援を行った場合



10 医療機関との連携強化・感染症対応力の向上【福祉型】 運営基準《R6～》

① 指定障害者支援施設等は、第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を取り決めるよう努めなければならない。

② 指定障害者支援施設等は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興

感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。

   障害者支援施設等感染症対策向上加算《R6～》

 新興感染症等施設療養加算《R6～》

11 家族支援の充実【福祉型、医療型】家族支援加算《R6～》

※Ⅱの 19 家庭連携加算･事業所内相談支援加算見直し参照

12 経過的サービス費の廃止【福祉型】

経過的生活介護サービス費及び経過的施設入所支援サービス費は、経過期間（令和６年３月 31 日）終了により廃止

○障害者支援施設等感染症対策向上加算(Ⅰ)  10 単位/月
次の要件にいずれも適合するもの
①第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を行う体制を確保している
②協力医療機関等との間で、感染症の発生時の対応を取り決めるとともに、感染症の発生時に、協力医療機関等と連携し適切に対応することが可能である
③医科診療報酬点数表の感染対策向上加算又は外来感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関が行う院内感染対策に関する研修又は訓練に１年に１回以上

参加している
○障害者支援施設等感染症対策向上加算(Ⅱ)   5 単位/月

医科診療報酬点数表の感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関から３年に１回以上実地指導を受けている

○新興感染症等施設療養加算        240 単位/月
入所者が別に厚生労働大臣が定める感染症に感染した場合に、相談対応、診療、入院調整等を行う医療機関を確保している指定障害者支援施設等において、当該

入所者に対し、適切な感染対策を行った上で、指定施設入所支援等を行った場合、１月に５日を限度として所定単位数を加算
※別に厚生労働大臣が定める感染症については、今後のパンデミック発生時に必要に応じて指定



Ⅴ その他留意事項

１ 障害児通所支援（児童発達支援及び放課後等デイサービス）の総量規制

①  対象：児童発達支援、放課後等デイサービス（児童発達支援センター、重症心身障害児対象事業所を除く）

② 事務のながれ

 開設予定の市町へ「障害児通所支援事業指定に係る意見書交付申請書」について相談。市町は、市町障害児福祉計画における目標値の範囲内

かどうか確認のうえ、意見を記載し、市町長印を押印した意見書を交付する。

  ③ 県の取扱い

   市町障害福祉計画に定める目標値に達したと判明した以降の新規指定を行わない。

２ 事故発生時の対応【全サービス】

事故等が発生した場合には、基準省令に定める「事故発生時の対応」を遵守するとともに、県ＨＰ掲載の「障害福祉サービス事業者等及び市町等

における事故等発生時の報告取扱要領」により、所定の様式により市町等に対して直ちに報告するとともに、報告後も事故が継続している場合に

は、適宜報告すること。

また、速やかに事故原因の発見に努め、改善策を講じた体制を整備すること。

（報告の範囲） ① サービスの提供による利用者のケガ又は死亡事故の発生

② 食中毒及び感染症等の発生

③ 職員（従業者）の法令違反・不祥事等の発生 等

３ サービス管理責任者・児童発達管理責任者の研修体系の見直し【全サービス】

研修体系見直しに伴う経過措置の一部が、令和５年度末までに終了。

・旧体系研修受講者は、令和５年度末までに更新研修の受講が必要。

・新体系研修受講者(R1～R3 基礎研修受講者かつ基礎研修受講時点で実務要件を満たす者)は、基礎研修修了日以後３年間は実践研修未修了



でもサビ管等とみなす。

４ 障害児通所支援（児童発達支援及び放課後等デイサービス）の定員超過利用減算

  令和４年２月 28 日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課障害児・発達障害者支援室からの事務連絡において、障害児通所支

援における定員超過利用減算の取扱いについて、示されたところであるが、毎月の報酬請求に当たり、定員を超過して利用者を受け入れている

事業所においては、所定の減算対象確認シートを用いて定員超過利用減算適用の有無を確認すること。

なお、原則として、障害児通所支援事業所においては、指定基準において、利用定員を超えて、児童発達支援等の提供を行ってはならないこと

とすること。

【定員超過利用減算】
      サービス種類

減算の対象

児童発達支援
医療型児童発達支援(指定医療機関を除く)

放課後等デイサービス

障害児入所支援
（指定医療機関を除く）

１日あたり
利用実績
１日について
障害児全員

利用定員
50 人 以
下

１日の障害児数＞利用定員×150％ １日の障害児数＞
入所定員×110％

利用定員
51 人以上

１日の障害児数＞
利用定員＋(利用定員－50)×25％＋25

１日の障害児数＞利用定員
＋(入所定員－50)×5％＋5

直近の過去３月
間の利用実績
１月間について
障害児全員

利用定員
11 人以下

過去３月間の延べ障害児数＞
(利用定員＋3)×過去３月間の開所日数

過去３月間の延べ障害児数＞
入所定員×過去３月間の開所
日数利用定員×105％利用定員

12 人以上
過去３月間の延べ障害児数＞
利用定員×過去３月間の開所日数
×125％

※ 定員超過は、運営基準違反となり、行政指導の対象。

５ 送迎用バスへの安全装置等

  障害児通所支援事業所において、令和 6 年度から送迎用バス等への安全装置等の設置が義務化されており、障害児の送迎をする際には、安全

装置を設置し、乗車・降車時に点呼等により所在の確認をすること

※一定の要件（2 列など）を満たした車については設置不要だが、点呼等所在確認は必要。R５のような設置補助はなし。


